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【報告事項①】 

令和８年度 事 業 計 画（案） 
〔令和８年４月１日～令和９年３月３１日〕 

※所要経費 欄か っこ 内 は当該事業 に 係る収 入 額。  

 

Ⅰ 事業活動方針  
  当協会の運営スローガンである「確かな計量 豊かな暮らしの基礎づくり」実現

を目指して、計量行政機関及び関係団体と連携しながら、広く県民に対する計量思

想の普及啓発、計量技術の向上及び計量管理の推進並びに計量の適正確保のため、

以下の事業を実施する。 
 

Ⅱ 事業内容  

１ 計量思想の普及啓発事業  
 ⑴ 計量記念日のＰＲ事業  ［所要経費１００千円］ 

  【実施事業等会計：継続事業１・・・計量思想普及啓発・情報収集提供事業】 

  計量記念日（11 月１日）の周知と計量思想の普及啓発を図るため、ＰＲ用ポス

ターを県下市町村及 び市町村立小中学校 に配布して掲示を依 頼するとともに、地

元新聞社への広告掲載など報道機関に対するＰＲ活動を行う。 

  ※ ポスター配布     会員、市町村、市町村立小中学校、公共施設等 

  ※ ＰＲ広告       地元新聞社 

 ⑵ 計量管理強調月間事業  ［所要経費 ３５０千円（１６５千円）］ 

  【その他事業会計：その他事業１・・・共益事業】 

  計量思 想の普 及 啓発及び計 量意識 の 高揚のため、計量管 理 強調月間（11 月１日

～30 日）事業と して ポスター・ 標語の 応 募及び作成 掲示を 行 う。  

   ※ ポスタ ー ・標語の配 布先   計量管理 部会員 及 び関係機関 その他  

   ※ 配布部 数   ポスタ ー  １ ，０００部   標  語  １， ２００ 部  

 ⑶ 子ども向けものづくり体験教室への参加   ［所要経費 ５０千円］ 

  【実施事業等会計：継続事業１・・・計量思想普及啓発・情報収集提供事業】 

  新潟県三条テクノスクールが主催するものづくり体験教室において計量検定所

とともに参加し、子ども向け啓発事業と家庭用はかりの無料精度確認を実施する。 

２ 計量適正化事業  

 ⑴ 一般家庭用計量器精度確認無料検査  ［所要経費 ５０千円］ 

  【実施事業等会計：継続事業２・・・計量適正化事業】 

  一般家庭で使用しているヘルスメーター、キッチンスケール、ベビースケール、

体温計の無料精度確認を行い、県民の計量意識の啓発を図る。 

     ※ 実施時期     １１月～１２月 
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     ※ 実施市町村    ４市（予定） 

     ※ 実施日数     ４日間 

 ⑵ 所在場所基準器検査のあっせん事業  ［所要経費 ２０７千円（２２０千円）］ 

  【その他事業会計：その他事業１・・・共益事業】 

  基準天 びん及 び 基準圧力計 につい て、基準器検査 を所在 場 所で受検す ることに

より会員の 経費節 減 と申請手続 きの利 便 を図る。  

   ※ 実施時 期      ４月  

   ※ 検査事 業 所数   ５事業 所  １０台  

 ⑶ 計量証明用計量器検査補助事業  ［所要経費 ２５０千円］ 

  【その他事業会計：その他事業１・・・共益事業】 

  計量証明事業者が計量証明に使用する計量器は２年ごとに知事の検査の受検が

義務づけられているが、これらの受検者に対して検査補助を行う。 

   ※ 検査事業所数  ２５事業所（予定） 

 ⑷ 計量証明用計量器代検査事業   

  ［所要経費 ２，０００千円（２，３００千円）］ 

  【その他事業会計：その他事業１・・・共益事業】 

  計量証明事業者が計量証明に使用する計量器は２年ごとに知事の検査の受検が

義務づけられており、希望する事業所に対して当協会が代検査として実施する。 

   ※ 実施時期    １０月 

   ※ 検査事業所数  ２０事業所（予定） 

 ⑸ 質量計代検査事業  ［所要経費 １００千円（２，２００千円）］ 

  【その他事業会計：その他事業１・・・共益事業】 

  使用する計量器が大型（トラックスケールなど）または多数であるため、所在場

所での検査を希望する事業所に対して、知事または特定市⾧に代わって当協会所

属計量士が代検査を実施する。 

   ※ 実施時期     ４月～３月 

   ※ 検査台数     ２，０００台（予定） 

 ⑹ 一軸試験機検査事業  ［所要経費 １,３００千円（１，７５０千円）］ 

  【その他事業会計：その他事業２・・・一軸試験機検査事業】 

  県内のコンクリート製品製造事業者及び工作機械製造事業者等が使用している

圧縮強度測定用一軸試験機の検査を希望する事業所の依頼を受けて、当協会所属

計量士が検査を実施する。 

   ※ 実施時期     ４月～３月 

   ※ 検査台数     ２５台（予定） 
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 ⑺ 検定申請書代行委託事業  ［所要経費 ５０千円（２３０千円）］ 

  【その他事業会計：その他事業１・・・共益事業】 

  県内における燃料油計（ガソリン計量器）の製造・修理事業者が当該計量器の検

定に際して県計量検定所に提出する検定申請書に係る一連の業務を代行する。  

   ※ 実施時期     ４月～３月 

   ※ 申請台数     １，５００台（予定） 

 ⑻ 計量管理業務受託事業  ［所要経費１０，８００千円（１２，２００千円）］ 

  【その他事業会計：その他事業１・・・共益事業】 

  会員事業所からの依頼を受けて当協会所属計量士を派遣して適正な計量管理業務

の実現を支援する。 

   ※ 委託事業所数   １５事業所 

   ※ 派遣計量士    １１名    

３ 計量改善普及事業  
 ⑴ 計量技術講習会  ［所要経費 ２５０千円（１５０千円）］ 

  【実施事業等会計：継続事業３・・・計量改善普及事業】 

  県 内 の 適 正 計 量 管 理 事 業 所 及 び 計 量 器 の 使 用 事 業 所 等 に 対 し て 計 量 技 術 講 習

会を開催し 、計量 技 術の向上及 び計量 管 理の推進を 図る。  

   ※ テーマ      計 量管理 の 推進及び生 産性向 上 に関するも の  

   ※ 開催時 期     １ １月（ 予 定）  

   ※ 開催場 所     三 条市ほ か （予定）  

   ※ 対象者 数     ７ ０名（ 予 定）  

 ⑵ 一般主任計量者等講習会  ［所要経費１００千円（２５千円）］ 

  【実施事業等会計：継続事業３・・・計量改善普及事業】 

  計量証明事業所には計量士又は主任計量者が配置されており、これら主任者及

びこれらの業務に従事する従業員に対して、計量法に関係する講習会を開催する。 

   ※ 時 期     ２月（予定） 

   ※ 場 所     三条市（予定） 

   ※ 受講者数    ３０名（予定） 

 ⑶ 計量器コンサルタント講習会  ［所要経費５２０千円（６００千円）］ 

 【実施事業等会計：継続事業３・・・計量改善普及事業】 

  計量器販売の専門技術員を養成して、ユーザーに対する計量意識の指導及び適

正計量確保に努めるために講習会を開催する。（３年ごとに開催） 

   ※ 実施時期    ３月（予定） 

   ※ 場 所     三条市（予定） 

   ※ 受講者数    ４０名（予定） 
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 ⑷ 計量士研修会  ［所要経費 １００千円］ 

  受託事業等に関する情報提供と計量技術向上のための意見交換の場として、研

修会を開催する。 

  ※ 時 期     ４月（予定） 

  ※ 場 所     三条市（予定） 

  ※ 受講者数    １５名（予定） 

 

４ 情報収集提供事業 

 ⑴ 会報（新計会報第２９号）の発行  ［所要経費 ３００千円（１１６千円）］ 

  【その他事業会計：その他事業１・・・共益事業】 

  会員への情報の提供と計量意識の高揚及び関係機関へのＰＲのため会報を発行する。 

   ※ 発行部数    ４３０部 

   ※ 配布先     全会員及び関係機関 

   ※ 発行回数    年１回 

   ※ 発行時期    １２月（予定） 

 ⑵ 機関誌「計量管理」の発行  ［所要経費 １００千円（１０３千円）］ 

  【その他事業会計：その他事業１・・・共益事業】 
  「計量管 理」を 発 行して、計 量管理 部 会員に対す る情報 の 提供及び計 量管理の

推進を図る 。  

   ※ 発行部 数     ６ ５部  

   ※ 配布先      計 量管理 部 会員及び関 係機関  

   ※ 発行回 数     年 ２回（ ９ 月・３月）  

 ⑶「計量ジャーナル」及び「計測管理と計量管理」の配布  

  【その他事業会計：その他事業１・・・共益事業】  ［所要経費 ４０千円］ 
  計量士部会員への情報提供と技術向上のため、(一社)日本計量振興協会が作成

する標記冊子を配布する。 

   ※ 発行回数    計量ジャーナル   ４回（４月・７月・１０月･１月） 

             計測管理と計量管理 ４回（５月・８月・１１月･２月） 

 ⑷ 計量管理部会員名簿の作成    ［ 所 要 経 費  ３ ０ 千 円 ］  

  【その他事業会計：その他事業１・・・共益事業】 

   計量管理部会員の名簿を作成する。（隔年度事業） 

 ⑸ 計量に係る関係文献・資料等及び計量計測機器メーカーの資料その他の収集  

  【その他事業会計：その他事業１・・・共益事業】 ［所要経費 ５千円］ 

   ※ 計量関係法令集、参考図書、カタログ等あっせん及び情報等を提供する。 

   ※ 対象者     会員及び関係事業所 
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 ⑹ ＩＴ関係情報収集費用  ［所要経費 １００千円］ 

  【実施事業等会計：継続事業１・・・計量思想普及啓発・情報収集提供事業】 

  インターネットを通じて、会員及び関係機関等との情報交換並びに情報収集を

図る。 

   ※ インターネットプロバイダー料金及びホームページ維持管理費 

５ 計量関係者表彰事業  

  計量関係功労者、計量管理優良事業所及び優良従業員の表彰 

  【その他事業会計：その他事業１・・・共益事業】 ［所要経費 １２０千円］ 

※ （一社）新潟県計量協会事業として計量関係功労者、計量管理優良事業所及

び優良従業員の表彰を実施する。 

※ 計量関係功労者として、（一社）日本計量振興協会への表彰対象者を推薦する。 

６ 関係機関・団体協調連携事業  

  【その他事業会計：その他事業１・・・共益事業】   

 ⑴ 会議出席関係  ［所要経費 ９００千円］ 

  関係機関・団体等の各種会議に積極的に出席し、業界の諸問題等について情報交

換と連絡調整を図るとともに関係資料の収集に努める。また、令和７年度に当協会

が主管する関東甲信越計量団体連絡協議会新潟大会 2025 への参加旅費等を計上

する。 

   ※ 会議の内容 

    ◎ (一社)日本計量振興協会         総会及び理事会 

    ◎ 日本計量証明事業団体連合会       総会及び理事会 

    ◎ 関東甲信越計量団体連絡協議会      計量大会及び代表者会議 

    ◎ その他各種会議及び研修会 

 ⑵ 見舞金等  ［所要経費 ２０千円］ 

   関係機関及び関係団体等と連携を図るための慶弔関係費用。 

 ⑶ 上部団体会費等  ［所要経費 ４６５千円］ 

   ※ 関東甲信越計量団体連絡協議会負担金   ５０，０００円 

   ※ （一社）日本計量振興協会会費 ３３５，０００円 

   ※ 日本計量証明事業協会連合会会費 ８０，０００円 
 

７ 部会活動推進事業  ［所要経費 １００千円］ 

  【その他事業会計：その他事業１・・・共益事業】   

⑴ 部会理事会等を開催し、部会の事業計画の検討及び事業活動の推進により部会

の円滑な運営を図る。 

   ※ 計量器部会     年１回 (予定) 

   ※ 計量管理部会    年２回 (予定) 
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   ※ 計量証明部会    年１回 (予定) 

   ※ 計量士部会     年１回 (予定) 

   ※ 各専門委員会    年１回 (予定)  

 ⑵ 会員の勧誘等 

   ※ 随時会員の勧誘活動に努める。 

８ 日本郵政グループ計量管理業務委託事業    

［所要経費４，１７５千円（４，１０５千円）］ 

  【その他事業会計：その他事業３・・・日本郵政グループ受託事業】   

  日本郵政グループ が行う計量管理業務 を(一社)日本計量振興 協会からの委任を 受

け、計量管理規程に従って県内の郵便局等の検査を実施する。 
 

９ 指定定期検査機関の日開催経費         ［所要経費 ２００千円］ 

  【その他事業会計：その他事業１・・・共益事業】 

  ３月６日を「指定定期検査機関の日」と制定し、検査に従事した計量士を始め関係

者が一堂に会し記念日として、以後永久に年月を重ねようとも常に初心に帰り反省

し、社会的責任を全うするために、指定定期検査機関の日を開催する。 

10 指定定期検査機関受託事業            

  ［所要経費 新潟県１４，９９２千円 新潟市１５，５２６千円 

        ⾧岡市 ４，０８０千円］  

  【実施事業等会計：継続事業４・・・指定定期検査機関受託事業】 

  令和８年度は、新潟県、新潟市及び⾧岡市が行う定期検査業務を当協会で指定定期検

査機関としての指定を受け定期検査業務を実施する。 

11 その他目的を達成するために必要な事業  
  【実施事業等会計・・・その他事業会計】 

 ⑴ 計量法に基づく各種手続きの指導等 

 ⑵ 特定計量器の定期検査業務の推進、向上 

 ⑶ その他、本会の目的達成のための事業  


